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チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購

入
費
補
助
金

問
総
務
課
　
　
　
撒（
５７
）４
１
２
８

　
交
通
安
全
対
策
の
一
環
と
し
て
、

６
歳
未
満
の
お
子
さ
ま
の
い
る
家
庭

で
新
し
く
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
購

入
さ
れ
た
際
に
、
購
入
費
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

対
①�

保
護
者（
養
育
者
）及
び
お
子
さ

ま
が
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

　
②
お
子
さ
ま
が
６
歳
未
満
の
方

※
乳
児
が
生
ま
れ
て
か
ら
の
申
請
で

　
す
。

　
③
安
全
基
準
に
適
合
す
る
チ
ャ
イ

　
　
ル
ド
シ
ー
ト（
中
古
品
を
除
く
）

補
助
額

・
乳
幼
児
１
人
に
つ
き
１
台
に
限
る

　
も
の
と
す
る
。

・
購
入
費
用
（
消
費
税
を
含
む
）
の

　
３
分
の
１
（
１
台
に
つ
き
限
度
額

　
は
１
万
円
、
１
０
０
円
未
満
切
り

　
捨
て
）

必
要
書
類

①
領
収
書
等
（
店
名
及
び
品
名
の
記

　
載
さ
れ
た
も
の
）
※
原
本
添
付

　【
カ
ー
ド
払
い
の
場
合
】

　
・
納
品
書
（
購
入
明
細
書
）

　
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
引
落
し

　
　
明
細

　�【
代
金
引
換
の
場
合
】

　
・
納
品
書
（
購
入
明
細
書
）

　
・
代
金
引
換
領
収
書

②
品
質
保
証
書
そ
の
他
チ
ャ
イ
ル
ド

　
シ
ー
ト
の
製
造
元
、
品
名
等
が
確

　
認
で
き
る
書
類
（
例
取
扱
い
説
明

　
書
等
）

③
印
鑑
（
申
請
者
自
身
が
申
請
書
に

　
署
名
し
た
場
合
は
省
略
可
）

④
振
込
口
座
情
報
（
金
融
機
関
名
・

　
支
店
名
・
預
金
種
目
・
口
座
番
号
・

　
口
座
名
義
人
）

体
験
農
業

「
農
民
に
な
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。」

問
農
村
生
活
研
究
グ
ル
ー
プ
協
議
会

　（
町
産
業
課
内
）撒（
57
）４
１
５
１

　
農
村
生
活
研
究
グ
ル
ー
プ
協
議
会

で
は
、
生
産
者
と
消
費
者
の
交
流
活

動
の
一
環
と
し
て
、
農
業
体
験
を
開

催
し
ま
す
。
苗
の
植
え
付
け
か
ら
収

穫
ま
で
の
一
連
の
作
業
を
皆
で
楽
し

く
体
験
し
ま
せ
ん
か
。

日
・
容
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
照

所
佐
川
野
地
内

対
町
内
在
住
・
在
勤
の
方

定
15
組
（
家
族
参
加
歓
迎
）

儡
３
５
０
０
円

　（
家
族
参
加
の
場
合
は
１
家
族
分
）

※
１
回
の
み
の
参
加
は
千
円

申
４
月
10
日（
月
）～
14
日（
金
）ま
で

　
に
参
加
料
を
添
え
て
町
産
業
課
へ

そ
の
他
　

　�

収
穫
物
は
一
律
、
決
め
た
重
さ
で

お
渡
し
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
農

作
物
は
成
育
状
況
等
に
よ
り
体
験

内
容
及
び
日
程
が
変
更
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※�

申
込
の
際
に
詳
し
い
内
容
を
配
布

し
ま
す
。

最
低
賃
金
の
確
認
を

問
栃
木
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　
撒
０
２
８
（
６
３
４
）
９
１
０
９

日　時 内　　容

５月１３日（土）
　１０：００～

とうもろこしの種まき
さつまいもの苗植え・畑づくり

６月２４日（土）
　１０：００～

じゃがいもの収穫体験

７月下旬頃
　９：００～

とうもろこしの収穫

8 月１９日（土）
　９：００～

ブロッコリーの苗植え・なすの収穫

１０月２１日（土）
　１０：００～

さつまいも掘り・ブロッコリー収穫
収穫祭

◎体験農業プログラム

【地域別最低賃金】
特定最低賃金が適用されない
すべての労働者に適用されます

最低賃金の件名 時間額

栃木県最低賃金 ７７５円

効力発生日　H２８.１０.１

最低賃金の件名 時間額

塗料製造業 ９０４円

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 ８５１円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ８５１円

自動車・同附属品製造業 ８５６円

８５１円

各種商品小売業 ８１７円

【特定最低賃金】１８歳未満又は６５歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます

効力発生日　H２８.１２.３１

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、
光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業

お知らせ


